
令和２年３月４日

保護者の皆様

旭川市立忠和中学校

校長 菅 藤 真由美

新型コロナウイルス感染症に関連した今後の対応について

春暖の候、日頃より本校の教育活動に温かいご理解とご支援をいただき、深く感謝申し

上げます。

さて、３月２５日まで臨時休業期間が延長されたことに伴い、本校においては、改めて

お子さまの健康観察や家庭学習の推進、特に３年生においては高校入試後の手続きや卒業

式に関することについて下記のとおり対応したく存じます。

つきましては、日々の状況変化に戸惑いを感じられていることとお察しいたしますが、

趣旨をご理解いただき、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

なお、こちらでお伝えする内容は３月４日時点のものであり、今後の状況の変化によっ

ては変更する場合もございます。変更する場合は、連絡メールや本校のホームページを利

用して随時お知らせいたします。

記

１ 健康観察について

３月１日（日）に連絡メールにてお知らせしました URL（インターネット上のアド
レス）から学校指定の忠和中学校健康調査ページを開き、質問に沿って健康観察結果を

漏れなく入力のうえ、送信ボタンをクリックしてください。

（１）毎日１３時３０分までに送信ください。

（２）１，２年生は３月２５日（水）まで、３年生は３月１３日（金）まで結果の報告

をお願いします。（※状況によっては、期間を延長する場合もあります。）

２ 家庭学習について

１，２年生については、各教科、学校においてお子さまがまだ習っていない部分につ

いて一覧表にまとめ、家庭で学習するに当たって参考となる資料を今後配布する予定で

おりますので、配布の折に一覧表と資料に必ず目を通すようご指導ください。配布後、

学習内容に関する質問等がありましたら、登校再開後に対応したいと考えています。ま

た、５教科については復習のための問題も配布予定ですので、家庭学習に活用ください。

さらに、別に配布予定の「臨時休業期間における各教科等の家庭学習の工夫及び教材例」

（文部科学省）やwe bサイト（旭川市小･中学校「あさひかわ春の学び場」

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/218/251/257/d068756.htm）
も参考に学習を進めることもできます。e-ライブラリについても引き続き活用ください。
３年生については、次のステップに向けて、中学校で学習した内容を計画的に振り返

るようご指導願います。 【裏面もあります】

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/218/251/257/d068603.htm


３ 高校入試後の手続きについて（３年生のみ）

高校入試終了後も、感染の予防と健康管理について引き続きご注意願います。その上

で、３月１７日（火）〔公立高校合格発表日〕に公立高校を受検した生徒について登校

してもらい、合格者（推薦合格者含む）については受検した公立高校への入学意志の確

認、不合格者については他の学校への入学意志や二次募集の意向等を確認します。詳し

くは、「進路通信３３号」のページをご覧ください。

なお、高専や私立高校専願等、すでに進路が決定している生徒については、改めて入

学意志を確認する作業はいたしません。

４ 卒業式について（３年生のみ）

３月１３日（金）に第３１回卒業証書授与式を挙行します。式の内容としては、卒業

生一人一人への卒業証書授与と卒業生代表の別れの言葉を中心に、時間を短縮して執り

行います。お子さまに風邪等の症状がある場合は、事前に学校までお知らせください。

（１）会 場： 忠和中学校体育館

（２）会場入り口： 生徒は生徒玄関、保護者は体育館開放玄関

（３）日 程： 生徒・保護者入場 ９時４０分～９時５５分

開 式 １０時００分

卒業証書授与

校長式辞

別れの言葉

閉 式 １０時４０分

学級活動 １０時４５分 ※保護者の皆様は体育館でお待ちいただけます

生徒下校 １１時００分

（４）服装・持ち物：制服・上靴、かばん（通知表や卒業アルバム等を配付予定のため）

※かばんは、式場の卒業生椅子の右側に置きます。

（５）お 願 い：式の参加につきましては、保護者のみとさせていただきます。また、

予防用マスクの着用にご協力ください。

５ その他

休業期間中ご家庭においてインターネットや SNS 等を利用する機会が多くなること
が予想されます。これまでどおり安心・安全な利用についてご指導願います。

現在のさまざまな状況の中で、お子さまの心の不安やいじめ等の悩みなど、相談がご

ざいましたら遠慮なく忠和中学校（６１－５３００）にご連絡ください。下記の相談窓

口も利用できます。

・北海道子ども相談支援センター ０１２０－３８８２－５６

・２４時間子供 SOSダイヤル ０１２０－０－７８３１０

・旭川市子ども総合相談センター ０１６６－２６－５５０３


